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１ 前回議事内容の確認

２ 今後の展開について

３ パンフレット作成について
・構成及び内容

４ 施策メニュー（案）作成について
・災害時の情報収集・伝達
・広域応援体制（緊急輸送路ネットワーク）
・連携強化

５ 今後の検討方針
・パンフレット及び施策メニューとりまとめ
・各施策の推進体制について

６ その他（次回検討会の日程確認等）
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災害時の情報収集・伝達

大規模浸水時の被害最小化のための項目

今後の展開方針

広域支援体制（緊急輸送路ネットワーク）

佐賀平野での大規模浸水発生時の危機管理に関する理念の確立

国・県・市町・民間を含めた連携強化

危機管理施策メニューの整理

継続的な施策推進体制の確立

（パンフレット等の作成と社会全般への普及）
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66パンフレット案（表紙）



77パンフレット案（1ページ・2ページ）



88パンフレット案（3ページ・4ページ）



99パンフレット案（5ページ・6ページ）
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パンフレット案（裏紙）
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１．情報収集・伝達

国 県 市町 民間

1 ラジオによる情報伝達 ○ ○ ○ ○
長時間にわたる停電等が発生しても利用可能なラジオによる情報伝達の充実・強化
（迅速的確な情報提供）

2 防災情報総合掲示板 ○ ○ ○ ○
佐賀県下における気象、水文（雨量・水位）、各機関の防災体制、洪水予報、道路情報、一般
被害状況等について総合的に情報を網羅するＨＰサイトの設立

停電情報、電話の不通等に関する情報を含む

3 ヘリテレによる画像の生中継 ○ ○ ○
九州地方整備局防災ヘリからのＴＶ生中継画像の光ネットによる市町村まで含めた関係各機
関への配信

地上追尾局（八幡岳）はＨ．１９年度より稼働予定

4 ＣＣＴＶ画像による浸水状況把握 ○ ○ ○ 道路管理用の監視カメラ画像の関係機関への提供、各地点の浸水状況の把握

5 民間からの情報提供 ○ ○ ○ 各地点の浸水状況、被害状況について商店等の民間団体からの情報提供 国・県の各事務所が所管する地区を定め、情報収集し共有

6 リエゾン制度 ○ ○ ○
市町村等の情報収集及び迅速な支援を行うため、担当官（国、県）を市町村の災害対策本部
へ派遣

自衛隊、国土交通省は実施中

7 高速道路における道路情報等の提供 ○ ○ ○
一般車両に対してＳＡおよび道の駅の情報端末を用いて一般道路の浸水状況や通行止め等
の情報を提供する。また道路情報表示板でも一般道路の情報を提供する

浸水エリアへの一般車両の進入抑制

8 防災情報板の設置 ○ ○ ○
各機関が収集把握している河川・防災情報をユーザーである住民側の視点で、また、住民の
ニーズに応えて提供することにより、災害の際に確実な行動につながるような情報提供を実施
する

２．広域応援・緊急輸送路ネットワーク

国 県 市町 民間

1 地域高規格道路等と河川堤防の接続 ○ ○ 緊急輸送路ネットワークの一環として接続ポイントの整備 当面は嘉瀬川と有明海沿岸道路の接続を調整

2 一般道路の路面高確認 ○ ○ ○ 大規模浸水時に輸送路として利用可能な一般道路の整理、路線図の作成 施設被害箇所及び救助が必要な箇所への連絡路の確保

3 河川管理用通路の確保 ○ ○ 災害時の利用を前提とした河川管理用通路の通行確保（橋梁部等）

4 防災ステーション整備 ○ 緊急輸送路ネットワークに連動する防災ステーション、避難場所等の整備 　

5 ＳＡ、ＰＡでの接続ポイント ○ 高速道路のＳＡ、ＰＡと側道の接続ポイント整備によるネットワークのサービス機能向上 きめ細かなネットワークの展開

３．連携強化

国 県 市町 民間

1 避難所整備ガイドライン ○ ○ 高齢者等社会的弱者の利用を考慮した避難所整備、浸水時にも利用可能な避難所整備 Ｈ．１８年度内にガイドライン整備

2 避難所の位置及び構造の評価 ○ ○ ○ 避難所の位置、構造を確認し、大規模浸水時における利用の可否について整理 　

3 防災まちづくり ○ ○ ○ 住民によるハザードマップ作成支援、円滑な避難活動の実施、防災意識の啓発 継続実施中

4 連絡協議会の設置 ○ ○ ○ ○ 大規模浸水等の災害時における関係各機関の連携強化、情報共有の促進 Ｈ．１９年度より

5 マスコミとの勉強会の実施 ○ ○ ○ 情報伝達の円滑化と情報共有 Ｈ．１９年度より

備考番号 項目
参加連携機関

施策の内容

備考番号 項目
参加連携機関

施策の内容

参加連携機関
番号 項目 施策の内容 備考

3分野18項目
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佐賀県
国土交通省各事務所

市・町

マスコミ（ラジオ局）
NHK、民放など

一般住民

情報提供

情報収集

広報・連絡
（広報車等）

ラジオ放送

長時間にわたる停電が発生してもラジオによる情報
伝達が行われるよう、伝達体制を整えます
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総合情報
掲示板

河川情報

道路情報

各種防災情報

気象情報

どうなって

いるのかな？

ローカル情報

佐賀県庁

アクセス情報提供

一 般 住 民

国土交通省

佐賀地方気象台

市役所・町役場

防災情報を一元化すること
により必要な情報を必要な
所にすばやく伝えます
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量水
標

交差点におけるCCTVを利用して、
道路標識などに取り付けた量水標
から浸水状況を把握する

CCTVを用いた平面交差点の監視イメージ
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リアルタイムシステ
ムの概要
（佐賀河川総合開
発工事事務所）
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H16～H18リエゾン派遣実績（九州地方整備局）

リエゾン
の役割

年度 災害名 派遣先 人数

H16.3.20 福岡県西方沖地震 福岡県 1

鹿児島県 1

台風１４号H17.9.4～6 大分県 1

宮崎県 2

H18.6.12 大分県震度５弱 大分県 1

熊本県 5

H18.7.21～25 平成18年7月豪雨
さつま町 2

薩摩川内市 1

鹿児島県 6

・自治体の災害対策本部にて最新の情報を入手
し整備局へ連絡
・自治体からの応援要請に関する調整など

災害時には自治体からの情報収集が困難であることから以下
の目的で国交省職員をリエゾンとして派遣しています。
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河川・防災情報板の設置イメージ
平常時

○○橋付近 LIVE画像

平常時又は数時間前の画像と
ＬＩＶＥ画像との交互表示により、
状況変化と危機間を住民の方
に持ってもらう。
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嘉
瀬
川

有明海沿岸道路

嘉瀬川

管理用通路

嘉瀬川～有明海沿岸道路乗り入れ（案）イメージ図
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周囲よりも低い箇所

低

高
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河川管理用道路と橋梁部の関係
（浸水イメージとの重ね合わせ図）
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嘉瀬川防災ステーションから
堤防天端を通行し、緊急時
の資材と人員輸送が可能

嘉瀬川防災ステーション
災害時の活動イメージ

　　　　　緊急時水防団員等
　　　　　乗用車両計画動線

　　　　　緊急時作業用大型
　　　　　車両計画動線

凡例

①

土砂備蓄ヤード

ヘリポート

水防
センター

②

③

④

Ｊ
Ｒ
長
崎
本
線

約２００ｍ

約
１

８
０

ｍ

嘉瀬川
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ヘリポート
（災害時の人員・物資輸送拠点）

避難所（操作室１F）

資材広場
（緊急時の災害復旧資材置場、救援
活動の場）

巨勢川調整池 完成イメージ図

施策施策No.2No.2--44防災ステーション（巨勢防災ステーション（巨勢

川）川）
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金立SA（下り）

金立SA（上り）

高速道路エリア

一般道路エリア

乗り入れ案
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モデル避難所整備指針骨子（案）の概要



3131佐賀平野における避難所構造と浸水想定被害との関係
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佐賀平野における避難所構造と高潮被害との関係
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▲H2水害履歴マップ ▲マイ防災マップ
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気象庁
佐賀地方気象台

陸上自衛隊

佐賀県
各土木事務所

西日本高速（株）

国土交通省
筑後川河川事務所
武雄河川事務所

佐賀河川総合開発事務所
佐賀国道事務所

市・町

連絡協議会

連絡協議会の組織概要図

（構成メンバーは今後調整）
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マスコミ
国・県・市町
各関係機関

意思の疎通
意見交換
共通認識
お互いの仕事への理解

勉強会

防災に関する用語

危険水位、避難判断水位、・・・

防災に関する用語

危険水位、避難判断水位、・・・

固有名詞・地名に関する用語

厳木川（きゅうらぎがわ）、、・・・

固有名詞・地名に関する用語

厳木川（きゅうらぎがわ）、、・・・

マスコミの情報

原稿締め切りの時間
新聞のつくり方
放送の仕方

マスコミの情報

原稿締め切りの時間
新聞のつくり方
放送の仕方

いざというとき、わかりにくい、もしくは読め
ない用語、名称について、急に災害が発
生した場合でも事前に勉強会を行うことで
対応していきます。

勉強会の目的と活動概要イメージ図
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施策展開に関する具体的な取り組み方針（案）

・検討した施策（案）については具体的に展開可能なもの、施
策として早急に実施する必要があるものから取り組みを進め
る。
・現状の事業制度での実施が難しいものについては、新規事
業又は制度拡充に向けて取り組んでいく。

今回の検討会での議論を踏まえ、早急にパンフレット及び施
策メニューのとりまとめを行い、次回検討会にて最終案を提示
する。



3838

佐賀平野における大規模浸水に対する防災・減災の見地か
ら、ハード、ソフト両面にわたる危機管理対策について、今後
とも各関係機関の連携のもと積極的に取り組んでいく必要が
ある。

これらの施策を着実に実施していくため、各関係機関の連
携や施策の遂行に関し総合的な監理・監督を行っていく組織
が必要となっている。

現在の危機管理対策検討会を発展的に解消し、新たな組織
を設けるとともに、その下部組織として各機関事務局による幹
事会を設け、施策実施段階における具体的な企画、連絡、調
整を担うことを提案する。


